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論壇
行
政
不
服
審
査
法
が
全
部
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
全
面
的

に
見
直
さ
れ
た
新
た
な
国
税
不

服
申
立
制
度
が
平
成
28
年
4
月

に
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
2
年
余

り
が
経
過
し
た
。
そ
し
て
、
今

年
も
6
月
に
国
税
庁
及
び
国
税

不
服
審
判
所
か
ら
、
前
年
度

（
平
成
29
年
度
）
の
不
服
申
立

て
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
の
デ

ー
タ
1
が
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
さ

れ
た
。
こ
の
デ
ー
タ
は
昨
年
度

（
平
成
28
年
度
）
も
公
表
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
新
制
度
は
平

成
28
年
4
月
1
日
以
後
に
さ
れ

た
処
分
等
に
か
か
る
不
服
申
立

て
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、

平
成
28
年
度
の
デ
ー
タ
の
対
象

に
は
改
正
法
適
用
前
に
さ
れ
た

処
分
等
に
か
か
る
不
服
申
立
て

も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
平
成
29
年
度
の
デ
ー
タ

は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
新
制
度

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
最

新
デ
ー
タ
と
改
正
前
の
平
成
27

年
度
の
デ
ー
タ
を
比
較
検
討
す

る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
に
、
新

制
度
に
お
い
て
全
面
的
に
解
禁

さ
れ
た
直
接
審
査
請
求
と
再
調

査
の
請
求
の
選
択
の
あ
り
方
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ

新
制
度
の
施
行
状
況

ま
ず
、
平
成
25
年
度
以
降
の

再
調
査
の
請
求
及
び
審
査
請
求

の
件
数
の
推
移
は
、〈
表
1
〉

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
平
成
29
年
度
の
再
調
査

の
請
求
の
件
数
は
1
8
1
4
件

で
、
平
成
27
年
度
と
較
べ
43
％

の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
一

方
、
平
成
29
年
度
の
審
査
請
求

の
件
数
は
2
9
5
3
件
で
、
平

成
27
年
度
と
較
べ
て
41
％
の
増

加
と
な
っ
て
い
る
。
面
白
い
こ

と
に
、
改
正
前
後
で
、
再
調
査

の
請
求
（
異
議
申
立
て
）
は
約

4
割
減
っ
て
、
審
査
請
求
は
逆

に
約
4
割
増
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
現
象
の

要
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
お
そ
ら
く
、
改
正
法
に
よ
っ

て
旧
来
の
異
議
申
立
前
置
主
義

が
廃
止
さ
れ
、
選
択
制
の
直
接

審
査
請
求
が
原
則
化
さ
れ
た
影

響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
審
査
請
求
の

件
数
の
う
ち
直
接
審
査
請
求
が

占
め
る
割
合
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
る

〈
表
2
〉。
ま
ず
合
計
で
見
る

と
、
直
接
審
査
請
求
の
割
合

は
、
平
成
27
年
度
は
18
％
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
平
成
29
年
度

で
は
68
％
と
大
幅
に
増
加
し
て

い
る
。
ま
た
主
な
税
目
別
に
見

る
と
、
申
告
所
得
税
等
及
び
法

人
税
等
に
つ
い
て
は
、
改
正
前

に
お
い
て
も
青
色
申
告
者
は
直

接
審
査
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い

た
た
め
、
平
成
27
年
度
に
お
い

て
も
相
当
数
が
直
接
審
査
請
求

を
選
択
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
法
人
税
等
で

あ
る
。
法
人
税
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
全
て
の
納
税
者
が
青
色

申
告
法
人
で
あ
る
が
2
、
旧
法

下
に
お
い
て
も
か
な
り
の
割
合

の
法
人
が
直
接
審
査
請
求
を
せ

ず
に
異
議
申
立
て
を
経
て
い
る

実
態
が
あ
っ
た
（
平
成
27
年
度

の
法
人
税
等
で
直
接
審
査
請
求

の
割
合
は
27
％
に
と
ど
ま
る
。）。

こ
の
実
態
に
つ
い
て
筆
者
は
、

旧
法
下
の
異
議
申
立
て
に
納
税

者
の
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え

て
い
た
3
。
こ
れ
が
平
成
29
年

度
を
見
る
と
、
法
人
税
等
の
直

接
審
査
請
求
の
割
合
が
64
％
と

大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
現
象
は
、
改
正
後
の

再
調
査
の
請
求
の
ニ
ー
ズ
が
低

下
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
青
色
申
告
制
度
が
な

い
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
、
当

然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

直
接
審
査
請
求
の
割
合
が
軒
並

み
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
（
相

続
税
・
贈
与
税
：
3
％⇒

80
％
、

消
費
税
等
：
11
％⇒

69
％
、
課

税
関
係
の
そ
の
他
：
9
％⇒

89

％
、徴
収
関
係
：
32
％⇒

70
％
）。

ま
た
、
国
税
不
服
申
立
て
が

納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
て
、
重
要
な
認

容
率
の
推
移
も
確
認
し
て
お
く

〈
表
3
〉。
こ
れ
を
見
る
と
、

新
制
度
下
の
平
成
29
年
度
は
、

再
調
査
の
請
求
の
認
容
率
が
上

昇
し
、
審
査
請
求
の
認
容
率
は

ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ

と
が
分
か
る
（
た
だ
し
、
平
成

28
年
度
の
審
査
請
求
の
認
容
率

は
高
い
。）。

Ⅱ

再
調
査
の
請
求
と
審
査
請
求
の

選
択
の
あ
り
方

前
述
の
よ
う
に
、
旧
法
下
に

お
い
て
異
議
申
立
て
に
一
定
の

ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
の
で
（
平
成

27
年
度
の
法
人
税
等
で
異
議
申

立
て
を
経
て
い
る
割
合
は
73

％
）、
改
正
に
よ
っ
て
直
接
審

査
請
求
が
全
面
解
禁
さ
れ
た
と

し
て
も
そ
の
割
合
が
大
幅
に
増

加
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
か

つ
て
筆
者
は
考
え
て
い
た
。
し

か
し
、
実
際
の
デ
ー
タ
を
見
る

と
、
筆
者
の
予
想
を
大
幅
に
上

回
る
数
の
納
税
者
が
直
接
審
査

請
求
を
選
択
し
て
い
る
（
特
に

相
続
税
・
贈
与
税
は
8
割
に
も

上
る
。）。
こ
の
多
く
の
納
税
者

が
再
調
査
の
請
求
の
機
会
を
自

ら
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
よ
い
の
か
（
皮
肉
に
も
結

果
的
に
認
容
率
で
は
再
調
査
の

請
求
が
優
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。）。
再
調
査
の
請
求
の
意
義

が
納
税
者
に
適
切
に
理
解
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
の

で
、以
下
で
は
、再
調
査
の
請
求

と
審
査
請
求
の
選
択
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
る
。

ま
ず
、
再
調
査
の
請
求
で
救

済
さ
れ
得
る
不
服
は
、
要
件
事

実
の
認
定
の
当
否
に
係
る
も
の

で
あ
り
、
専
ら
法
令
解
釈
に
関

す
る
争
い
は
、
基
本
的
に
想
定

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に

留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
4
。
し
た
が
っ
て
、
事
実

認
定
に
つ
い
て
は
争
い
が
な

く
、
法
令
解
釈
の
み
が
争
点
と

な
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
、
直
接
審
査
請
求
を
選
択

す
る
べ
き
と
い
え
る
（
特
に
法

令
の
違
憲
性
を
争
う
場
合
な
ど

審
査
請
求
に
お
い
て
も
救
済
が

期
待
で
き
な
い
ケ
ー
ス
で
は
、

一
旦
直
接
審
査
請
求
を
し
た

後
、
3
か
月
経
過
後
に
訴
訟
提

起
す
れ
ば
よ
い
。）。

も
っ
と
も
、
救
済
さ
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い

場
合
で
も
、
再
調
査
の
請
求
を

選
択
す
る
意
義
は
あ
る
。
そ
れ

は
再
調
査
決
定
書
に
よ
っ
て
詳

細
な
理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
平
成
23
年
12

月
の
国
税
通
則
法
改
正
に
よ
っ

て
、
現
在
は
全
て
の
処
分
に
理

由
が
付
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
（
税
通
74
条
の
14
第

1
項
括
弧
内
、
行
手
8
条
・
14

条
）、
処
分
時
に
付
記
さ
れ
る

理
由
は
わ
ず
か
数
行
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
再
調
査
決
定

書
で
は
Ａ
4
用
紙
数
枚
に
わ
た

る
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
で
よ
り
詳
細

な
理
由
が
記
載
さ
れ
る
の
で
、

処
分
庁
が
争
点
を
ど
の
よ
う
に

整
理
し
、
ど
の
よ
う
な
法
解
釈

を
し
て
具
体
的
な
認
定
事
実
へ

の
あ
て
は
め
を
行
っ
た
の
か
、

等
に
つ
き
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
理

解
し
た
上
で
、
し
っ
か
り
理
論

武
装
を
し
て
審
査
請
求
に
臨
む

こ
と
は
き
わ
め
て
有
意
義
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
特
に
処
分

理
由
に
疑
義
が
あ
る
場
合
な
ど

は
、
ま
ず
は
再
調
査
の
請
求
を

し
て
3
か
月
待
っ
て
再
調
査
決

定
を
受
け
て
か
ら
、
審
査
請
求

に
進
ん
だ
方
が
1
年
間
と
い
う

限
ら
れ
た
審
理
時
間
を
有
効
に

使
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う

5
。な

お
、
多
く
の
納
税
者
が
再

調
査
の
請
求
を
選
択
し
な
い
一

つ
の
理
由
に
、「
再
調
査
の
請

求
」
と
い
う
新
名
称
が
悪
い
印

象
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
ね
て
か

ら
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
て
い
る

が
6
、
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
本

稿
で
は
割
愛
す
る
。

1

国
税
庁
「
平
成
29
年
度
に
お

け
る
再
調
査
の
請
求
の
概
要
」

（
平
成
30
年
6
月
）、
国
税
不
服

審
判
所
「
平
成
29
年
度
に
お
け

る
審
査
請
求
の
概
要
」（
平
成
30

年
6
月
）。
本
稿
で
示
し
て
い
る

デ
ー
タ
は
全
て
、
こ
れ
ら
及
び

同
様
の
平
成
27
年
度
の
資
料
に

基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
割
合

を
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
示
す
場

合
、
小
数
点
以
下
を
四
捨
五
入

し
て
い
る
。

2

平
成
27
年
度
の
統
計
デ
ー
タ

で
は
、
青
色
申
告
法
人
は
全
体

の
99
％
（
2
6
2
8
8
5
2
／

2
6
1
0
4
8
1
法
人
）で
あ
る

（
国
税
庁
長
官
官
房
企
画
課
『
平

成
27
年
度
分

会
社
標
本
調
査

－

調
査
結
果
報
告－

税
務
統
計

か
ら
見
た
法
人
企
業
の
実
態
』

（
平
成
29
年
3
月
）1
6
8
頁
）。

3

青
木
丈
『
こ
う
変
わ
る
！
国

税
不
服
申
立
て
』（
ぎ
ょ
う
せ

い
、
2
0
1
4
）
39
頁
参
照
。

4

総
務
省
「
行
政
不
服
審
査
制

度
の
見
直
し
方
針
」（
平
成
25
年

6
月
）
4
頁
参
照
。

5

新
制
度
で
は
、
決
定
又
は
裁

決
を
す
る
ま
で
に
通
常
要
す
べ

き
標
準
的
な
期
間
（
標
準
審
理

期
間
）
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
（
税
通
77
条
の
2
）、
再

調
査
の
請
求
は
3
か
月
、
審
査

請
求
は
1
年
と
そ
れ
ぞ
れ
設
定

さ
れ
て
い
る
。

6

青
木
丈
『
新
し
い
国
税
不
服

申
立
制
度
の
理
論
と
実
務
』（
ぎ

ょ
う
せ
い
、
2
0
1
6
）
77
〜

79
頁
参
照
。

国
税
不
服
申
立
て
に
お
け
る

再
調
査
の
請
求
と
審
査
請
求
の
選
択

青木 丈
香川大学法学部教授
【神田】

〈表1〉再調査の請求・審査請求の発生件数 （単位：件）

Ｈ29年度

1，814

2，953

（※）Ｈ27年度以前は全て「異議申立て」であり、Ｈ28年度は「異議申立て」と「再調査の請
求の合計」である。Ｈ29年度はほぼ全てが「再調査の請求」であると推測される（表3
も同様）。

Ｈ28年度

1，674

2，488

Ｈ27年度

3，191

2，098

Ｈ26年度

2，755

2，030

Ｈ25年度

2，358

2，855

区分

再調査の請求（※）

審査請求

〈表2〉審査請求の件数内訳（直接審査請求の割合） （単位：件）

合計

368
（18％）

1，730
（82％）

2，098

2，020
（68％）

933
（32％）

2，953

徴収関係

63
（32％）

133
（68％）

196

95
（70％）

40
（30％）

135

課税関係

305
（16％）

1，597
（84％）

1，902

1，925
（68％）

893
（32％）

2，818

その他

10
（9％）

107
（91％）

117

24
（89％）

3
（11％）

27

消費税等

82
（11％）

639
（89％）

721

761
（69％）

345
（31％）

1，106

相続税
贈与税

5
（3％）

175
（97％）

180

172
（80％）

44
（20％）

216

法人税等

90
（27％）

244
（73％）

334

298
（64％）

167
（36％）

465

源泉
所得税等

0
（0％）

36
（100％）

36

65
（69％）

29
（31％）

94

申告
所得税等

118
（23％）

396
（77％）

514

605
（66％）

305
（34％）

910

区分

内直審
（割合）

内二審
（割合）

合計

内直審
（割合）

内二審
（割合）

合計

Ｈ27年度

Ｈ29年度

〈表3〉認容割合の推移
Ｈ29年度

12％
（一部10％）
（全部2％）

8％
（一部6％）
（全部2％）

Ｈ28年度

7％
（一部6％）
（全部1％）

12％
（一部10％）
（全部3％）

Ｈ27年度

8％
（一部7％）
（全部2％）

8％
（一部6％）
（全部2％）

Ｈ26年度

9％
（一部7％）
（全部2％）

8％
（一部4％）
（全部4％）

Ｈ25年度

10％
（一部7％）
（全部3％）

8％
（一部5％）
（全部2％）

区分

再調査
の請求

審査
請求
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